
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録

開催日時：令和７年９月１９日（金）   ８：５２～９：０２ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：石 破   茂 内閣総理大臣 

村 上 誠一郎 国務大臣（総務大臣） 

鈴 木 馨 祐 国務大臣（法務大臣） 

岩 屋 毅 国務大臣（外務大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

あ べ 俊 子 国務大臣（文部科学大臣） 

福 岡 資 麿 国務大臣（厚生労働大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（農林水産大臣） 

武 藤 容 治 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

中 野 洋 昌 国務大臣（国土交通大臣） 

浅 尾 慶一郎 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

中 谷 元 国務大臣（防衛大臣） 

林 芳 正 国務大臣（内閣官房長官） 

平 将 明 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

伊 藤 忠 彦 国務大臣（復興大臣） 

坂 井 学 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

三 原じゅん子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

伊 東 良 孝 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：橘 慶一郎 内閣官房副長官 

青 木 一 彦 内閣官房副長官 

佐 藤 文 俊 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ３件 

○政令         ７件 

○人事         ４件 

○配布         １件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解等となった。 
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議事内容： 

○林国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、橘副長官から御説明申し上げます。 

○橘内閣官房副長官：一般案件について、申し上げます。「アルジェリア国」及び「モ

ーリタニア国」駐日特命全権大使の接受について、御決定をお願いいたします。本

件は、２６日、信任状捧呈の予定であります。 
次に、政令７件について、御決定をお願いいたします。まず、「児童福祉法等の一

部改正法の施行に伴う関係整備政令」は、同改正法により一般制度化された地域限

定保育士の登録手続を定める等、関係政令の規定の整備を行うものであります。 
次に、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一

部改正法の施行に伴う関係整備政令」は、同改正法の施行に伴い、政令で定めるこ

ととされている審議会等を中央教育審議会とすること等、関係政令の規定の整備を

行うものであります。 
次に、「港湾法等の一部改正法の施行期日令」は、同改正法の施行期日を本年１０

月１日等とするものであり、「同改正法の施行に伴う関係整備政令」は、国土交通大

臣の職権である協働防護計画に係る助言について地方整備局長等も行うことがで

きることとする等、関係政令の規定の整備を行うものであります。 
次に、「道路法等の一部改正法の施行期日令」は、同改正法の施行期日を本年１０

月１日とするものであり、「同改正法の施行に伴う関係整備等政令」は、国土交通大

臣が地方自治体の管理する防災拠点自動車駐車場を代行して改築する場合の規定

を定める等、関係政令の規定の整備等を行うものであります。 
次に、「海上運送法等の一部改正法の一部の施行期日令」は、同改正法の一部の施

行期日を令和８年４月１日とするものであります。 
次に、人事案件について、申し上げます。まず、石破内閣総理大臣が、２３日か

ら２５日まで、岩屋外務大臣が、２２日から２７日まで、三原内閣府特命担当大臣

が、２１日から２４日まで、国際連合総会出席等のため、武藤経済産業大臣が、２

３日から２５日まで、日・東南アジア諸国連合経済大臣会合出席等のため、中野国

土交通大臣が、２２日から２７日まで、国際民間航空機関総会出席等のため、それ

ぞれ海外出張されますので、御了解をお願いいたします。 
次に、内閣官房及び文部科学省人事といたしまして、お手元に配布しております

資料のとおり承認することについて、御決定をお願いいたします。その主な内容は、

スポーツ庁長官室伏広治が退官し、その後任に公益財団法人日本パラスポーツ協会

常務理事河合純一を、充てるものであります。 
次に、裁判官人事といたしまして、判事兼簡易裁判所判事に任命するもの外１件

について、御決定をお願いいたします。 
次に、太田道也外１８５名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。

なお、元衆議院議員井上一成を、従三位に叙するものがあります。 
次に、配布資料といたしまして、「消費者物価指数」があります。本件につきまし

ては、後程、総務大臣から御発言があります。 
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次に、件名外案件について、申し上げます。まず、「万国郵便連合憲章の追加議定

書」等に署名することについて、御決定をお願いいたします。本件は、万国郵便連

合の組織、活動及び国際郵便業務全般等についての見直しを行うものであります。

なお、本日の署名まで不公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。 
次に、「無償資金協力に係る取極の締結」について、御決定をお願いいたします。

本件は、我が国と相手国政府等との間で実質的な合意をみた無償資金協力を取りま

とめたもので、８か国、５機関に対する計１７件、総額約１０９億円の贈与を行う

ものであります。個々の案件につきましては、先方との書簡交換までそれぞれ不公

表といたしたいので、御了承をお願いいたします。なお、締結状況は適宜取りまと

め、別途、閣議に御報告することといたします。 
○林国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、総務大臣から２件御発言がござ

います。 
○村上国務大臣：本日、消費者物価指数を公表いたしました。８月の消費者物価指数

は、１年前に比べ２．７パーセントの上昇となりました。また、生鮮食品を除く指

数は、１年前に比べ２．７パーセントの上昇となりました。内訳を見ると、「米類」

などを含む「生鮮食品を除く食料」の上昇が見られます。また、「エネルギー」につ

いては、「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による押し下げ効果が見られます。引

き続き、物価動向を注視してまいります。 
○村上国務大臣：総務省では、明日９月２０日から、我が国に住む全ての人を対象に、

本年１０月１日を調査日とする令和７年国勢調査を、全国一斉に実施いたします。

国勢調査の結果は、少子高齢化や外国人との共生、人々の仕事や住まい等について、

全国及び地域ごとの最新の状況を表すものであり、豊かで活力ある日本の未来を考

えるために欠くことのできない貴重な資料となります。明日以降、国勢調査員が各

世帯を訪問し、調査書類を配布いたします。紙の調査票もお配りしますが、スマー

トフォンなどを利用した、簡単・便利なインターネット回答を特に推奨しています。

各大臣におかれましては、職員に対し、国勢調査の回答は原則インターネットで行

うよう周知徹底をお願い申し上げますとともに、国勢調査の円滑な実施に向け、御

協力をお願い申し上げます。なお、お配りしている資料のとおり、本日の内閣官房

長官の定例記者会見において、内閣総理大臣の談話を発表することとしております。 
○林国務大臣：次に、三原大臣。 
○三原国務大臣：９月２１日から３０日までの１０日間、秋の全国交通安全運動を実

施します。また、この期間中、ゼロの付く３０日を「交通事故死ゼロを目指す日」

としています。今回は、「歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明

るい目立つ色の衣服等の着用促進」、「ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時

の早めのライト点灯やハイビームの活用促進」、「自転車・特定小型原動機付自転車

の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進」の３点を重点に掲げ、

運動を推進します。これから年末にかけては、例年、交通事故が増加する傾向にあ

ります。閣僚の皆様におかれましては、交通安全対策の推進に、一層の御協力をお

願いいたします。 
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○林国務大臣：次に、国家公安委員会委員長。 
○坂井国務大臣：本年の交通事故死者数は、対前年比で減少しているものの、依然と

して尊い命が失われていることに変わりありません。例年、この時期から年末にか

けて、夕暮れから夜間における歩行者の交通死亡事故が増加する傾向にあります。

このような交通事故を防止するため、秋の全国交通安全運動においては、各自治体

や関係機関・団体と連携し、道路横断時の交通ルールに関する交通安全教育、反射

材の着用促進や夕暮れ時の早めのライト点灯等についての広報啓発を推進するほ

か、ながらスマホや飲酒運転防止のための危険性の周知、自転車や特定小型原動機

付自転車の交通ルールの周知といった取組を進めてまいりますので、閣僚各位の御

理解と御協力をお願いいたします。 
○林国務大臣：次に、外務大臣。 
○岩屋国務大臣：アフガニスタン東部における地震被害に対し、食料、保健・医療な

どの分野で支援を行うため、１００万ドルの緊急無償資金協力を行うこととします。 
○林国務大臣：次に、内閣総理大臣から御発言がございます。 
○石破内閣総理大臣：岩屋大臣、武藤大臣、中野大臣及び三原大臣は、それぞれ海外

出張いたしますが、その出張不在中、城内大臣を外務大臣の、赤澤大臣を経済産業

大臣の、坂井大臣を国土交通大臣の、あべ大臣をこども政策等担当大臣の臨時代理 
又は事務代理とすることといたします。なお、私の海外出張不在中の臨時代理は、

既に指定されているとおり林内閣官房長官となりますので御了知願います。 
○林国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
なお、海外出張された城内大臣の帰朝報告は、お手元の資料のとおりです。 
御発言はございますか。 
無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和７年 

９月 19日 

◎ 一 般案 件

 ☆ ア ルジェ リ ア国 特 命全 権 大使 ト ゥフ ィ ック ・ ミラ

ッ ト 外 １ 名の接 受 につ い て（ 決 定）  （外 務 省）

◎ 政 令 

 ○ 児 童福祉 法 等の 一 部を 改 正す る 法律 の 施行 に 伴う

関 係 政 令 の整備 に 関す る 政令 （ 決定 ）

（ こ ど も家庭 庁 ）

〃 ○ 公立 の義 務 教育 諸 学校 等 の教 育 職員 の 給与 等 に関

す る 特 別 措置法 等 の一 部 を改 正 する 法 律の 施 行 に

伴 う 関 係 政令の 整 備に 関 する 政 令（ 決 定）

（ 文 部 科 学省 ） 

〃 ○ 港湾 法等 の 一部 を 改正 す る法 律 の施 行 期日 を 定め

る 政 令 （ 決定）                   （ 国 土 交 通 省）

〃 ○ 港湾 法等 の 一部 を 改正 す る法 律 の施 行 に伴 う 関係

政 令 の 整 備に関 す る政 令 （決 定 ）    （ 同 上）

〃 ○ 道路 法等 の 一部 を 改正 す る法 律 の施 行 期日 を 定め

る 政 令 （ 決定）            （ 同 上）

〃 ○ 道路 法等 の 一部 を 改正 す る法 律 の施 行 に伴 う 関係

政 令 の 整 備等に 関 する 政 令（ 決 定）   （ 同 上）

〃 ○ 海上 運送 法 等の 一 部を 改 正す る 法律 の 一部 の 施行

期 日 を 定 める政 令 （決 定 ）             （ 同 上）

◎ 人 事  

 ☆ 内 閣総理 大 臣石 破 茂 外 ４名 の 海外 出 張に つ いて

（ 了 解 ）

○ 各 府 省 幹部職 員 の任 免 につ き 、内 閣 の承 認 を得 る

こ と に つ いて（ 決 定）

 ☆ 検 事國井 陽 平外 ３ 名を 判 事兼 簡 易裁 判 所判 事 に任

命 し 、 判 事兼簡 易 裁判 所 判事 川 﨑博 司 を願 に 依 り

免 ず る こ とにつ い て（ 決 定）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
な し

資 料
あ り

資 料
な し

［ 別　添 ］
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○ 独 立 行 政法人 国 立高 等 専門 学 校機 構 職員 太 田道 也

外 １ ８ ５ 名の叙 位 又は 叙 勲に つ いて （ 決定 ） 

 

◎ 配  布 

☆ 消 費 者物価 指 数           （ 総務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

資 料  
あ り  
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                 令和７年 

９月 19日 

 

◎ 一 般案 件 

 ○ 万 国郵便 連 合憲 章 の追 加 議定 書 、万 国 郵便 連 合一

般 規 則 の 追加議 定 書及 び 万国 郵 便条 約 の追 加 議 定

書 の 署 名 につい て （決 定 ）      （外 務 省）  
〃  ○ 無償 資金 協 力に 係 る取 極 の締 結 （令 和 ７年 度 第４

次 取 り ま とめ分 ） につ い て（ 決 定）   （ 同 上）  
 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

（ 金 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
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